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① 空き家対策を実施している中で、どのような課題・問題点がありますか？ 

・空き家について情報提供が有り、所有者等に適正に管理していただきたい旨助言を

行いますが、諸事情により管理不全な状態が継続されています事案の解決が課題

となっている。 
・所有者が亡くなり、その後の法定相続人間での調整が図られずに管理不全な状態と

なってしまう事案については、助言をするも対応がなされないものが多く課題と

なっている。 
 

 

 

② 現在どのような対策を実施していますか？また、今後実施する予定の対策はありま

すか？ 

・空き家の所有者が不明や相続がまとまらずに確定しない事案については、関係者

を探し連絡がとれる方に管理責任がある旨を説明し理解を求めているが、空き家

の適正な管理までには至らないことが多い。 
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③ 宅建業者が空き家対策に協力できることはありますか？ 

・埼玉県宅地建物取引協会西部支部様とは、すでに空家バンクや空き家対策のワン

ストップ事業など協定を締結させていただき本市の空き家対策に尽力いただい

ており感謝しております。今後も現在の協力体制を維持するとともに、新たな施

策を検討する際には、ご相談やご協力をいただければと存じます。 
 

 

 

 

大変お忙しい中をご協力いただき、誠にありがとうございました。 

 

※データでご提供いただけるものがございましたら、下記までご送付をお願い

致します。 

※いただいたアンケートの回答は本会のホームページに公開するほか、本会の

会議において利用する以外の用途で利用することはございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

提出期限：令和２年 10 月 30 日（金） 
返 信 先：メール：imai@takuken.or.jp 

ＦＡＸ：048-811-1821 
 

お問い合わせ先：048-811-1840 
〔事業推進課 今井〕 
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